利用規約
店舗名　佐賀オーブ体操アカデミー（以下、本クラブといいます）のご利用に際し、 下記の事項を厳守されますようご理解・ご協力をお願い申し上げます。
本クラブの運営・管理（会員資格の得喪変更、会費・諸費用の収受、会員規約の制定・改廃等の決定手続きを含む）は本クラブの代表責任者が行います。

１　入会について
本クラブに入会できる方は、各要件を満たし、本クラブの趣旨に賛同し本規約を承諾した方とします。 また、本クラブを利用いただけるのは、医師から運動を禁じられていない方とします。暴力団構成員、会員の円滑なクラブライフに支障を来す可能性がある方、その他本クラブが不適当と認める方は、入会資格がありません。
入会後であってもこれらの事象が判明した時点で退会していただきます。

２　会費について
本クラブに入会する方は所定の入会手続きを行い、本クラブの承認を得た上、 定める会費・入会諸費用をお支払いいただきます。
・入会金　8，500円
・月会費　小学生7,000円　未就学児6,500円
・年会費　1500円(保険料他　年１回４月徴収) 
・Tシャツ代2500円
※入会金は、入会契約締結及び履行のための必要費用であり、一旦納入した入会金は返還しません。

３、会費のお支払い方法について
入会金、年会費、月会費（当月、来月の２月分）、外部決済サービス（hacomono）を利用し、ご登録いただいた口座またはクレジットカードから引き落としいたします。年会費は、4月の月会費と併せて引き落としとなります。

４、定員について
各クラスで定員を設けています。（スケジュールでは振替や体験枠として定員＋2名で表示しています）

５、服装について
ご入会時にお渡しするクラブ指定Tシャツをご着用ください。※小さなお子様など、その時の気分によって着用が困難な場合にはお好みのTシャツで構いません。
ズボンについては、安全確保のため、装飾品の無いものを着用願います。寒い季節は、体が温まるまでTシャツの上にトレーナーや上着を着用していただいて構いません。

６、スケジュールについて
レッスンについては年間（４月〜３月）で３６回以上開催します。開催日はHPのスケジュール通りとなります。hacomonoのマイページからもスケジュールは確認できますのでご確認ください。県の施設のため、行事等や使用状況により月に１回のみの開催や月に５回開催する場合、別曜日に実施する場合もあることをご了承ください。原則、前月初旬に次月のスケジュールが確定し、更新します。自然災害や感染症などの理由で臨時休校とする場合は登録いただいたメールアドレスへご連絡いたしますのでご確認ください。

７、欠席連絡、振替について
hacomonoのマイページ内から欠席する操作をお願いします。振替については欠席してから３ヶ月以内にhacomonoのマイページの中で振替チケットを利用して別日にレッスンへの予約、参加をお願いします。

８、休会について
怪我や病気などの理由により、月単位でお休みされる際の休会費は3,000円/月となります。休会の位置付けは生徒の在籍枠を確保するためのものです。
休会届を各月10日までに提出することで翌月から休会することができます。一回の届出による休会期間は1ヶ月から6ヶ月間までとし、休会費は3000円/月とします。 休会最終月の10日までに休会期間の延長を希望する場合は、再度休会届を提出することにより延長が可能です。

９、プランの変更、退会について
会員は、各月の１０日までに変更届または退会届を提出することにより、翌月からの変更または、その月限りで退会することができます。１０日を過ぎた場合は、事務手続き上、翌月末日扱いとなります。

１０、けが・事故について
大切なお子様をお預かりする立場として細心の注意を払います。万が一の事故に備え、会員はスポーツ安全保険に加入します。レッスンは自己の責任において行動し、教室側に責めに帰すべき事由がない限り、教室に対して一切の損害賠償を請求しないものとします。

１１、生徒の肖像権について
レッスン中のお子様の写真・映像を当クラブホームページや各種ソーシャルメディアで使用させていただくことがございます。

１２、レッスンの撮影について
お子様の撮影や、SNSなどへの発信についての制限はございません。他の生徒さんや見学者の方の肖像権等については、法令に基づき、ご自身の判断にて行動していただきますようお願いいたします。

１３、クラブによる退会の宣告について
以下に該当する場合、クラブによる退会宣告の対象となります。
・月会費を3か月以上滞納した場合
・他人の練習を故意的に著しく妨げる行為が続いた場合
・施設の物品を故意的に破損・汚損する行為が続いた場合
・その他、クラブや周囲の人々に対しての迷惑行為が続いた場合

本規約は2026年4月1日より施行します。
